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回　　　　答

特記仕様書 PDF 9ページ目
第４章　整備工事　第１５条　工事範囲
２．仕様　３）機器一覧
・遠隔装置用ローダー及びルータ

項目の備考に「春日橋・南川橋にある既存のコルソスにも対応
できること」とありますが、本工事内で取り込み及び試験調整を
実施するのでしょうか。

本工事で、増設バッテリーの納入は不要です。

その通りです。

特記仕様書 PDF 9ページ目
第４章　整備工事　第１５条　工事範囲
２．仕様　３）機器一覧
・遠隔装置、通信機器、避雷器､機器収納盤、電線管等管路材
及び付属品の遠隔装置　停電動作保証

「増設バッテリを装置内部に追加することで、停電時、７時間待
機後３回通報動作まで拡張できること」とありますが、本工事内
で対応した増設バッテリの納入も含むとの解釈でよろしいでしょ
うか。
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